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〇 経 済 産 業 省 告 示 第    号  
貿 易 関 係 貿 易 外 取 引 等 に 関 す る 省 令 （ 平 成 十 年 通 商 産 業 省 令 第 八 号 ） 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和

六 年 経 済 産 業 省 告 示 第 百 七 十 八 号 （ 貿 易 関 係 貿 易 外 取 引 等 に 関 す る 省 令 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 重 要 管

理 対 象 技 術 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 取 引 を 行 お う と す る 者 に 報 告 を 求 め る 事 項 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う

に 改 正 し 、 令 和   年   月    日 か ら 施 行 す る 。  

令 和   年   月    日                         経 済 産 業 大 臣  名  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改   正   後  改   正   前  
  

二  こ の 告 示 に お い て 「 重 要 管 理 対 象 技 術 」 と は 、

外 国 為 替 令 （ 昭 和 五 十 五 年 政 令 第 二 百 六 十 号 ） 別

表 の 一 六 の 項 の 中 欄 に 掲 げ る 技 術 の う ち 、 当 該 技

術 を 提 供 し た 後 に 、 当 該 技 術 の 提 供 を 受 け た 者 が

二  こ の 告 示 に お い て 「 重 要 管 理 対 象 技 術 」 と は 、

外 国 為 替 令 （ 昭 和 五 十 五 年 政 令 第 二 百 六 十 号 ） 別

表 の 一 六 の 項 の 中 欄 に 掲 げ る 技 術 の う ち 、 当 該 技

術 を 提 供 し た 後 に 、 当 該 技 術 の 提 供 を 受 け た 者 が
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当 該 技 術 を 内 容 と す る 情 報 を 適 切 に 管 理 し な い 場

合 に お い て 、 省 令 第 九 条 第 二 項 第 七 号 ロ 若 し く は

ニ 又 は 第 八 号 ロ 若 し く は ニ に 規 定 す る お そ れ が 生

じ る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

イ  電 子 部 品 及 び そ の 製 造 に 用 い ら れ る も の の 設

計 又 は 製 造 に 係 る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も

の  

（ 一 ） ～ （ 六 ）  （ 略 ）  

（ 七 ） フ ィ ル ム 型 の ソ ル ダ ー レ ジ ス ト （ 回 路 基

板 を 被 覆 す る 絶 縁 材 料 と し て 用 い ら れ る レ

ジ ス ト を い う 。 ハ （ 三 ） に お い て 同 じ 。 ）

当 該 技 術 を 内 容 と す る 情 報 を 適 切 に 管 理 し な い 場

合 に お い て 、 省 令 第 九 条 第 二 項 第 七 号 ロ 若 し く は

ニ 又 は 第 八 号 ロ 若 し く は ニ に 規 定 す る お そ れ が 生

じ る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

イ  電 子 部 品 及 び そ の 製 造 に 用 い ら れ る も の の 設

計 又 は 製 造 に 係 る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も

の  

 （ 一 ） ～ （ 六 ）  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  
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の 設 計 又 は 製 造 に 係 る 技 術  
ロ  （ 略 ）  

ハ  半 導 体 集 積 回 路 の 製 造 に 用 い ら れ る も の の 設

計 又 は 製 造 に 係 る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も

の  

 （ 一 ） ・ （ 二 ）  （ 略 ）  

（ 三 ） 液 状 型 の ソ ル ダ ー レ ジ ス ト で あ っ て 、 半

導 体 の 製 造 に 用 い ら れ る も の の 設 計 又 は 製

造 に 係 る 技 術  

（ 四 ） 窒 化 ガ リ ウ ム の 半 導 体 基 板 又 は イ ン ゴ ッ

ト 、 ブ ー ル 若 し く は そ の 他 の プ リ フ ォ ー ム

 

ロ  （ 略 ）  

ハ  半 導 体 集 積 回 路 の 製 造 に 用 い ら れ る も の の 設

計 又 は 製 造 に 係 る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も

の  

 （ 一 ） ・ （ 二 ）  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

 

（ 新 設 ）  
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で あ っ て 、 二 十 度 の 温 度 に お け る 電 気 抵 抗

率 が 百 分 の 一 オ ー ム セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の

も の の 設 計 又 は 製 造 に 係 る 技 術  

ニ ～ チ  （ 略 ）  

リ  永 久 磁 石 の 設 計 又 は 製 造 に 係 る 技 術  

ヌ  太 陽 電 池 及 び そ の 製 造 に 用 い ら れ る も の の 設

計 又 は 製 造 に 係 る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も

の  

（ 一 ） ペ ロ ブ ス カ イ ト 構 造 を 有 す る 化 合 物 を 用

い る 太 陽 電 池 セ ル （ 以 下 こ の ヌ に お い て 「

ペ ロ ブ ス カ イ ト 太 陽 電 池 セ ル 」 と い う 。 ）

 

 

 

ニ ～ チ  （ 略 ）  

 （ 新 設 ）  

 （ 新 設 ）  
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又 は ペ ロ ブ ス カ イ ト 太 陽 電 池 セ ル を 直 並 列

に 接 続 し た 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル （ ペ ロ ブ ス

カ イ ト 太 陽 電 池 セ ル 以 外 の 太 陽 電 池 セ ル を

積 層 し た も の を 含 む 。 （ 二 ） に お い て 「 ペ

ロ ブ ス カ イ ト 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル 」 と い う

。 ） の 設 計 又 は 製 造 に 係 る 技 術  

（ 二 ） ペ ロ ブ ス カ イ ト 太 陽 電 池 セ ル 又 は ペ ロ ブ

ス カ イ ト 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 製 造 に 用 い

ら れ る レ ー ザ ー 加 工 機 の 設 計 又 は 製 造 に 係

る 技 術  

ル  光 学 部 品 及 び そ の 製 造 に 用 い ら れ る も の の 設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 新 設 ）  
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計 又 は 製 造 に 係 る 技 術 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も

の  

 （ 一 ） エ ッ ク ス 線 検 出 の た め に 用 い ら れ る シ ン

チ レ ー タ （ 焼 結 体 又 は シ ー ト 状 の も の に 限

る 。 ） で あ っ て 、 出 力 さ れ る 光 の ス ペ ク ト

ル の 半 値 全 幅 が 五 〇 ナ ノ メ ー ト ル 未 満 の も

の 若 し く は そ の 製 造 に 用 い ら れ る 蛍 光 体 の

設 計 又 は 製 造 に 係 る 技 術  

（ 二 ） （ 一 ） に 規 定 す る シ ン チ レ ー タ （ 焼 結 体

の も の に 限 る 。 ） の ア レ イ の 設 計 又 は 製 造

に 係 る 技 術  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


